
 

 

 

 

 

 

渡島西部広域事務組合職員採用試験案内 

（令和８年４月１日採用） 

 

 

 

 

 受付期間   令和７年６月２日（月） ～ 令和７年６月３０日（月） 午後５時まで 

 

 試験日時   令和７年７月２６日（土） 午後１時３０分～ 

 

 試験場所   渡島西部広域事務組合会議室（福島消防署２階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡島西部広域事務組合 

  



 渡島西部広域事務組合では、令和８年４月１日採用の正規職員を募集します。 

 

１ 職種区分及び職務の内容 

⑴ 職種区分 

一般事務 

⑵ 職務の内容 

渡島西部広域事務組合事務局（福島消防署２階）に勤務し、一般行政事務

に従事します。 

 

２ 採用予定人員及び採用予定年月日 

 ⑴ 採用予定人員  １名 

⑵ 採用予定年月日 令和８年４月１日採用予定 

 

３ 受験資格（⑴～⑸の全てを満たすこと） 

 ⑴ 対象者 

当組合構成町（松前町、福島町、知内町、木古内町）又は構成町外にお住

まいの方で、採用後に構成町に居住可能な者 

⑵ 年齢要件 

   平成３年４月２日以降に生まれた者（満３５歳未満） 

 ⑶ 資格要件 

   普通自動車運転免許を有する者若しくは採用日までに取得見込みの者 

 ⑷ 学 歴 

学校教育法による高等学校、専門学校、専修学校、短期大学及び大学を卒

業した者若しくは卒業見込みの者、又は管理者がこれと同等と認める者 

※１ 高等学校は卒業した者に限ります 

※２ 採用決定後、卒業証明書など学歴を証明できるものを提出していた 

だきます 

 ⑸ 欠格条項 

日本国籍を有しない者及び地方公務員法第１６条各号に該当する者は、受

験できません。 

地方公務員法第 16条 

第 16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほ
か、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 

１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者 
２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

２年を経過しない者 
３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第 60 条から第 63 条

までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 
４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は
これに加入した者 

 



４ 受付期間及び時間 

 ⑴ 令和７年６月２日（月）から令和７年６月３０日（月）午後５時まで必着 

⑵ 平日の午前８時３０分から午後５時で、土曜日、日曜日、祝祭日は受付で

きません。 

 

５ 受験手続 

 ⑴ 受験申込書の請求・提出先 

   渡島西部広域事務組合事務局に請求・提出してください。 

   なお、申込書は当組合ホームページからダウンロード可能です。 

 ⑵ 郵送により申込書を請求する場合は、封筒の表に「試験申込書請求」と朱

書きし、１４０円切手を貼付した返信用封筒（角型３号以上）を同封のうえ、

簡易書留で郵送してください。 

 ⑶ 申込書を提出する際は、封筒の表に「渡島西部広域事務組合職員採用試験

申込書在住」と朱書きしてください。 

 

６ 試験日時及び場所 

 ⑴ 試験日時  令和７年７月２６日（土）午後１時３０分より 

 ⑵ 試験場所  松前郡福島町字三岳 45 番地 1 

渡島西部広域事務組合会議室（福島消防署２階） 

 

７ 試験区分 

 ⑴ 第一次試験 

種 目 解答時間 内 容 

職務能力試験 ６０分 
公務員として職務遂行に必要な能力につい
ての択一式による試験 

職務適応性検査 ２０分 
公務員として必須の性格特性についての択

一式による試験 

 ⑵ 第二次試験 

  面接試験（第一次試験合格者に対し、当組合から日時・場所を通知します） 

 

８ 合否発表 

 ⑴ 合否発表日 

   令和７年８月中旬に合否を通知予定 

 ⑵ 掲示場所 

   渡島西部広域事務組合ホームページ 

 

９ 給料等の概要 

 ⑴ 初任給は、採用者の経歴等を勘案のうえ決定されます。 

⑵ 採用後の服務や勤務条件は、渡島西部広域事務組合の「職員の服務の心得

に関する規程」及び「職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び同規則」に

基づきます。 

 



10 その他 

⑴ 申込書には、３ヵ月以内に撮影した上半身、脱帽、表向きの写真縦４cm、

横３cmのものを貼付してください。 

 ⑵ 身体に障害のある方で、試験当日の受験に際して車椅子等を使用するこ

とについて、特に希望がある場合は、あらかじめ渡島西部広域事務組合事務

局までご連絡ください。 

 ⑶ この試験について不明な点は、渡島西部広域事務組合事務局までお問い

合わせください。 

 

【お問合せ及び提出先】 〒049－1331 

    松前郡福島町字三岳４５番地 1 

渡島西部広域事務組合 事務局 

（℡ 0139－47-3511） 


